
次に掲げる教育委員会規則を公布する。  

学校以外の教育機関に関する規則の一部を改正する規則  

大阪市教育委員会事務分掌規則の一部を改正する規則  

大阪市児童生徒就学援助規則の一部を改正する規則  

大阪市教育委員会行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則の一部

を改正する規則  

令和８年３月 31 日  

                大阪市教育委員会教育長   多  田  勝  哉    

 


